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水
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上
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す
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・
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て
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す
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こ
の
た
び
、
水
道
局
は
水
道
料
金
の
改
定
を

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
こ
の
料
金
改
定
は
、

計
画
的
に
施
設
の
更
新
・
耐
震
化
を
行
い
、
今

後
も
安
定
的
に
、
安
心
・
安
全
な
水
道
水
を
皆

さ
ん
へ
お
届
け
し
て
い
く
た
め
に
必
要
な
も
の

で
す
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水
道
料
金
に
対
す
る
ご
理
解
を
お
願
い
い
た

し
ま
す
。
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皆さんから頂いた水道料金で
施設を計画的に更新しています
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水道料金が変わります

　新しい水道料金は平成 31 年３月以降の検針分から適用されます。実際に新料金で水道料金が
請求されるのは平成 31 年 4 月以降からです。

１月 ２月 ３月 ４月 ５月
検針

請求

旧料金を適用

旧料金で請求

新料金を適用（３月以降の検針から）

新料金で請求 (４月請求分から )

料金改定
施行

●問い合わせ先　水道総務課企画検査室☎ 426-3654

総括原価
208 億円

（水道事業を実施するため
 に必要な資金）

現行の水道料金
181 億円

収入不足額
27 億円

54,000

55,000

56,000

57,000

58,000

59,000

60,000

61,000

( 千㎥）

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29（年度）

　料金算定の基となる水道水の有収水量（メーターを通る水量）は、節水機器の普及などにより
年々減少傾向にあります。平成 29 年度と平成 19 年度を比較すると有収水量は約 7.3％減少し、
給水収益は約 13.4％減少しています。平成 31 年度から 33 年度の間に水道事業を実施するため
に必要な金額は 208 億円であるのに対し、現行の水道料金収入は 181 億円であり、収入が 27
億円不足する見込みです。この不足額を補うために、料金改定を実施します。

有収水量の推移

料金改定により確保した
資金を不足額に充てます

☆料金改定の背景

☆新しい水道料金

　このたび改定した水道料金を財源として、倉敷市水道事業整備計画に掲げる事業を着実に実
施していくと、管路全体の耐震化率は平成 29 年度末時点で 18.2％ですが、平成 33 年度末には
22.2％になる見込みです。また、浄水施設の耐震化率は平成 29 年度末では 27.2％ですが、平成
33 年度には 32.8％になります。今後も継続して、耐震化率の向上に努めてまいります。

☆新しい料金になるのはいつから？

基本

20㎥まで
20㎥を超え
40㎥まで

40㎥を超え
60㎥まで

60㎥を超え
100㎥まで

100㎥を超え
200㎥まで

200㎥を超え
1,000㎥まで

1,000㎥を
超えるもの

1, 800 110 126 133 140 160 177

1, 560 96 110 116 122 139 154

２カ月当たりの水量

新料金（円）

旧料金（円）

使用区分
一　般　用

超過(１㎥につき)

　ご理解をお願いいたします

※一般用以外にも用途がありますが、それらの料金についてはホームページなどでご覧ください。
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●問い合わせ先　水道管理課☎ 426-3675、水島☎ 446-1636・児島☎ 473-1225・玉島☎ 522-
8153（船穂 ･ 真備地区を含む）の各営業所

☆給水装置とは
　　道路に埋められた水道管（配水管）から分かれて、各家庭に水を配る水道管を給水管といいま
　す。この給水管と止水栓、水道メ－タ－、蛇口などの給水用具をまとめて「給水装置」といい、
　水道メ－タ－を除いた全てが皆さんの財産です。
　　また、集合住宅・中高層ビルなどでは、給水管で送られた水をいったん受水槽にため、各フロ
　アに水を送っています。この場合は、受水槽の入口までを「給水装置」といい、それから先の各
　戸の蛇口までを「給水設備」といいます。

☆給水装置の維持管理について
　　分水栓から蛇口までの給水装置は所有者または使用者の皆さんに維持管理をしていただくこと
　になります。配水管の維持管理は水道局が行います。　

☆漏水したら
　　水道メーターから蛇口までの間については、４～７ページに掲載している事業者へ連絡してく
　ださい。漏水に掛かる調査や修理の費用は自己負担となります。
　   配水管から水道メーターまでの間については、水道局の費用で修理を行います。

　 （注）配水管から水道メーターまでの範囲であっても、次の場合は修理費用が発生します。　　
　　 　　 ・水道以外の工事中などにおいて、誤って水道管を破損するなど、
　　　　　 漏水の原因者がはっきりしている場合
　　　　  ・使用者の故意や維持管理を怠ったことにより漏水が発生した場合

　　　   詳しくは、水道局までお問い合わせください。　 　　　

分水栓から蛇口までは、皆さんの財産です。
皆さんで維持管理をお願いします。

ご存知ですか？給水装置と維持管理区分

※水道メーターの所有権は、倉敷市水道局にあります。
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　倉 敷 地 区
所在地 事業者名 電話（夜間・休日用） 漏水調査

お 帯高 638-2 （株）大村建設 428-2576 (428-7251) ○
か 片島町 501-1 宇野設備 090-5260-2055 (465-0379) ○

上富井 620-4 朝日管工（株）倉敷営業所 422-5311 ○
亀山 232-32 （株）Ｙ・Ｔ ･ Ｓ 421-6445 ○

く 黒崎 30-6 さかうえ設備 461-1060 ○
さ 笹沖 374-1 三宅建設（株） 425-1717 ○
し 新田 2304 （株）横本組 425-5220

新田 2477-1 （株）船倉建設工業 425-1132 ○
新田 2877-1 河上商事（株） 422-1515

新田 3061-3 （協）倉敷市管事業協会
　　　（修繕センター） 422-4646 ○

ち 茶屋町 2085-4 （有）穂髙 428-6390 (080-1929-2267) ○
な 中島 907-7 （株）江口設備 465-1721 ○

中島 1180 開盛配管（有） 466-1010 ○
中島 2151-1 信江工業（株） 466-3888 ○
中庄 1083-5 （有）アクアライフ 462-2688 ○
中庄 1083-5 貝原水道（株） 462-5232 ○
中庄 1233-1 塚脇設備（株） 486-4233 ○

中庄 2230-7 三愛オブリガス中国（株）
岡山支店 岡山営業所 464-2600

中庄 2376-6 （有）菅野設備 464-3133 ○
中庄 3558-1 東洋建設工業（株） 463-0007 (090-4148-4334)

に 西岡 1592-9 （株）藤田水道 435-2060 ○
西富井 1148-1 三和設備（有） 427-0205 ○
西富井 1361-12 エイト管工（有） 434-6388 ○

は 白楽町 427-3 （株）キノウエシステム 424-6514
ひ 東富井 962-1 倉敷設備 422-3412 ○
ふ 藤戸町天城 955-2 （有）アクア・プラン 420-2550 ○

二日市 322-3 （株）クラカン 422-1000 ○

二日市 387-17 クリーンアクア
（第 99 水道サービス） 0120-3299-13 ○

給水装置の漏水修理が可能な事業者一覧

　「指定給水装置工事事業者」は、水道法で定められた一定の知識と技術を持つ事業者です。
水道局では、平成 30 年 12 月１日現在、約 540 の業者を指定しています。
　そのうち、漏水修理が可能な事業者の一覧を 4 ～ 7 ページに掲載しています。
　地区別に表記していますが、お住まいの地区でない事業者でも修理可能です。
※最新の一覧は、水道局ホームページに掲載しています。
依頼する際のポイント！
　・倉敷市指定給水装置工事事業者であるかどうか確認してください。
　・給水装置の修理に伴い、申請が必要かどうか確認してください。
　・修理内容・料金（費用）・アフターサービスなどを確認してください。
　　なるべく複数の事業者から見積書を取り、検討してください。見積もりが
　　有料となる場合がありますので、事前に確認してください。
　・工事が始まる前に十分な説明を受けてください。

（平成30年12月 1日現在）

地区別 50 音順
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所在地 事業者名 電話（夜間・休日用） 漏水調査
ほ 堀南 932-8 アクアテック（有） 434-0119 (434-3930) ○
み 水江 853 （有）三宅水道 465-2567 ○
よ 吉岡 263 三栄工業（株） 424-3421 ○

吉岡 411-1 （株）日大 424-8001 ○

水 島 地 区
所在地 事業者名 電話（夜間・休日用） 漏水調査

か 亀島 1 丁目 26-61 テクノイケダ 446-7616 (090-4696-0335) ○
神田 2 丁目 4-28 水島管工事（有） 448-5608 ○
神田 3 丁目 10-3 サンショウ設備 090-8992-7453 ○
神田 3 丁目 15-43 今藤管工株式会社 454-4370 ○

つ 連島１丁目 17-19 （有）陸正開発 444-1127 (448-0314)
連島 4 丁目 2-13 岡山エイケン工業（株） 448-6268 ○
連島町連島 1943-4 あいおい設備（有） 460-3610 ○
連島町連島 1944-1 （有）脇本電気工事 460-0618 ○
連島町西之浦 5333 （有）ライフプランナーよこみぞ 465-5915 ○

ひ 東塚 6 丁目 9-12 （株）アップトゥデート 455-1120
東塚 6 丁目 9-16 （株）インテック共和 455-5949
広江 1 丁目 3-10 中国水道工業（株）倉敷営業所 456-3992 ○

ふ 福田町古新田 645-8 （有）吉田設備 456-5530 ○
み 水島東常盤町 4-12 （有）とみや水島 446-0838 ○

児 島 地 区
所在地 事業者名 電話（夜間・休日用） 漏水調査

く 串田 834-11 （有）守屋防疫工業 485-1723 ○
こ 児島赤崎 1 丁目 4-56 ウォータークラフト中田 473-6684 (090-2869-1049) ○

児島小川 9 丁目 7-31 （株）山水設備 472-8809 ○
児島上の町 3 丁目 1-29 共栄設備 472-0957 ○
児島上の町 3 丁目 14-6 株式会社ウィンロード 454-5506 ○
児島下の町 6 丁目 16-24 新興設備（有） 472-6250
児島下の町 9 丁目 12- イ -22 山邉設備 090-8243-1701 ○
児島田の口 6 丁目 3-28 （有）古森プロパン店 477-7410
児島稗田町 274 片山建築 473-4081 (090-1189-7000) ○
児島稗田町 296 （株）富士水道 472-4344 ○
児島稗田町 530-24 浅野管工 080-3885-9609 (474-0737） ○
児島柳田町 2445-1 （有）井上建設工業所 472-3662 (090-3173-1530) ○

は 林 830-1 （株）輝水工業 485-6100 ○
林 830-1 （株）中田設備 485-2774 ○

玉 島 地 区
所在地 事業者名 電話（夜間・休日用） 漏水調査

た 玉島阿賀崎 1775-2 （有）アイ設備工業 525-3114
玉島阿賀崎 1 丁目 6-14 守永運輸（株） 522-1520 ○
玉島上成 450-8 住設ダイリン（株） 522-2000 ○
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市　　外
所在地 事業者名 電話（夜間・休日用） 漏水調査

あ 浅口郡里庄町里見 6860 （株）タカタ工業 0865-64-2319 ○
浅口市鴨方町益坂 1377-1 青木ガス機器産業（株） 0865-44-2377 ○
浅口市金光町占見 324-2 児嶋水道工業所 0865-42-2235 ○
浅口市金光町大谷 426-1 中村工事（株） 0865-42-2155 ○

い 井原市美星町大倉 2344 トーダ工業（有） 0866-87-2288 (090-7139-9790) ○
お 岡山市北区青江 3 丁目 6-12 （株）水交社 086-224-6261 (090-4657-4610) ○

岡山市北区伊福町 1 丁目 11-1 水道修理センター 0120-477-442 ○
岡山市北区北長瀬表町３丁目16-5 （株）梶岡設備 086-241-1735 ○
岡山市北区白石 203-26 峰南工業（株） 086-252-6332 ○
岡山市北区撫川 74-4 （有）吉備管工 086-293-0480 (086-293-5070） ○
岡山市南区大福 684-49 （有）真栄 090-3746-8232 ○
岡山市南区新保 397-15 光南工業（株） 086-231-2155
岡山市南区新保 683-15 株式会社至道工業 086-241-3308 (080-1926-3205) ○
岡山市南区洲崎 1 丁目 7-47 合田産業（株） 086-262-0608 ○
岡山市南区豊成 3 丁目 23-30 （株）岡山水道センター 0120-300-030 ○

岡山市南区福田 10-4 （株）大裕 086-263-9111 (090-4800-7200) ○

岡山市南区藤田 539 ましお設備工業（有） 086-296-2776 ○

岡山市南区箕島 574-2 （有）烏城 086-282-8155 ○

真備・船穂地区
所在地 事業者名 電話（夜間・休日用） 漏水調査

ま 真備町有井 2061-1 （有）スワ水道サービス 698-2510 ○
真備町岡田 164-12 日垣設備 090-3746-8440 ○
真備町川辺 1808-7 吉田建設（株） 698-2110 ○

所在地 事業者名 電話（夜間・休日用） 漏水調査
た 玉島上成 639-1 デンエー上成店 526-1107

玉島乙島 127-1 富士興業（株） 526-3139 ○
玉島乙島 273 エムニ住設 522-2728 ○
玉島乙島 486-1 大島設備（株） 526-2553 ○
玉島乙島 6892 （株）滝沢組 526-1915 ○
玉島柏島 1733-1 （株）テクノシラタニ 526-7701 ○
玉島柏島 5638-5 五輪設備株式会社 476-8933 ○
玉島柏台 3 丁目 1-23 （有）ＥＳＴＥＬ 522-1674 ○
玉島柏台 5 丁目 1-2 岡本 090-1350-2634 (525-4463) ○
玉島黒崎 379-2 （有）川上住設 528-3300 ○
玉島黒崎 2639-1 （株）コーワ設備 528-3131 ○
玉島黒崎 4379-24 （有）岡部住建 528-2298 ○
玉島黒崎 8518 藤沢電機 528-2135 ○
玉島中央町 1 丁目 22-30 カスケホーム 526-1313 ○
玉島爪崎 758-12 （株）堀工務店 522-7031 ○
玉島長尾 103-1 （株）備陽工業所 525-3375 ○
玉島道越 404-4 （有）モイス 526-0235 ○
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所在地 事業者名 電話（夜間・休日用） 漏水調査

お 岡山市南区山田 278-7 トータル水道サービス 086-238-0123 ○

小田郡矢掛町小田 6498-2 （株）ナカハラ 0866-84-8559 ○

小田郡矢掛町東川面 730 番地 1 （有）立間建設 0866-82-3577 ○

小田郡矢掛町東三成 10-1 福井建設工業（株） 0866-82-0474 ○

か 笠岡市尾坂 390 山陽施設管理（株） 0865-65-3111 ○

笠岡市尾坂 961 （有）石井設備 0865-65-2549 ○

そ 総社市泉 15-7 阿部設備 0866-93-2944 (090-1127-1180) ○

総社市金井戸 420-5 （有）鷺原設備 0866-92-5968 (090-4808-8743) ○

総社市総社 2 丁目 1-22 むらかみでんき 0866-93-9588 ○

総社市新本 5077 （株）中川組 0866-96-1685

総社市美袋 152 浅沼建設工業（株） 0866-99-1351

た 玉野市田井 5 丁目 8-32 DAIKO テクノ（株） 0863-31-9505

玉野市築港 4 丁目 27-1 Ｋ，サービス 0120-31-0899 ○

玉野市迫間 37 （有）こくど設備
0863-71-3665

 (090-3377-3300)
 (090-4804-4885)

○

つ 都窪郡早島町早島 1970-2 マツダホームテック 086-483-2601 ○

都窪郡早島町矢尾 1022-21 合同会社大橋 086-462-1692 ○

び 備前市伊部 2707-23 水まわりメンテナンス岡山 0869-64-2655 ○

ま 真庭市上河内 136-1 （株）トーコー工業所 0867-55-2009 (090-3372-7774) ○

真庭市上水田 2855-1 （有）石井建材店
0866-52-2470

(090-4144-0246)
(0867-52-2528)

○

県　外
所在地 事業者名 電話（夜間・休日用） 漏水調査

ひ 広島県福山市神辺町下竹田 538-94 藤本設備 084-966-2792 (090-3745-2091) ○

※ 4 ～７ペ－ジの一覧は、連絡先などの公表を了解している事業者のみ掲載しています。掲載されて
　いない事業者でも漏水修理の対応ができる場合がありますので、直接事業者に確認してください。

●
問
い
合
わ
せ
先　

　

水
道
総
務
課
企
画
検
査
室　

☎
４
２
６
‐
３
６
５
４

「
く
ら
し
き
の
水
」
が
で
き
ま
し
た

　

「
日
本
遺
産
の
ま
ち
倉
敷
市
」
を
ラ
ベ
ル
デ
ザ

イ
ン
し
た
「
く
ら
し
き
の
水
」
を
、
１
万
本
作
り

ま
し
た
。
デ
ザ
イ
ン
は
、
倉
敷
芸
術
科
学
大
学
の

協
力
の
下
、
芸
術
学
部
メ
デ
ィ
ア
映
像
学
科　

Ｈ

Ｏ　

Ｊ
Ｉ
Ｎ　

Ｓ
Ｕ
（
ホ
ー
・
ジ
ン
ス
）
さ
ん
が

作
成
し
た
デ
ザ
イ
ン
を
採
用
し
ま
し
た
。

　

11
月
21
日
水
道
局
で
表
彰
式
を
行
い
、
水
道
事

業
管
理
者
か
ら
最
優
秀
賞
の
ホ
ー
・
ジ
ン
ス
さ
ん

と
優
秀
賞
の
髙
瀬
結
衣
さ
ん
の
２
名
に
表
彰
状
を

手
渡
し
ま
し
た
。

　

主
に
、
災
害
時
の
備
蓄
用
と
し
て
使
用
す
る
予

定
で
す
。

　▲受賞者のホー・ジンスさん（左）
　　　　　　 　と髙瀬結衣さん
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 引っ越しが決まったら届け出を
　　例年 3 月～４月は引っ越しの連絡で電話が混み合います。引っ越し先と引っ越し日が決まった
　ら、営業時間中（平日８時半～ 17 時 15 分）に、次のことを知らせてください。営業時間外の場
　合は、ホームページ（市ホームページ番号 15317）から電子申請が利用できます。

● 引っ越すとき（使用を中止するとき）
　・氏名、住所（アパート名・部屋番号）
　・料金精算方法
　・引っ越し日、引っ越し先の住所
　・連絡先電話番号 など
　※「使用水量等のお知らせ」や「領収証」など、
　　お客様番号の分かる書類をご用意ください。
● 引っ越してきたとき（使用を開始するとき）
　・氏名、住所（アパート名・部屋番号）
　・水道の使用開始日（引っ越し日）
　・連絡先電話番号 など

　口座振替を利用していた人が市内に転居し、 
引き続き口座振替を利用する場合、 新しい住
所での口座振替の申し込みが必要です。

 水道の冬支度
　　冬場に気温が低下すると、防寒の不
　完全な水道管は凍結や破裂の恐れがあ
　ります。早めに冬支度をしましょう。
● こんな所にある水道管は要注意！
　・外でむき出しになっている
　・北向きや日陰にある
　・風当たりが強い
● 防寒の仕方
　・露出している水道管や蛇口には、使い古しの毛布や布切れ、保温材などを蛇口の手前まで巻い
　　て、その上から、濡れないようにビニールなどをしっかり巻いてください。
　・メーターボックスの内部には、使い古しの毛布や布切れなどを入れて保温してください。
● 凍結して水が出ないとき
　　自然に溶けるのを待つか、タオルなどを巻いて、ぬるま湯を掛けましょう。
　　※湯の温度が高いと水道管が破損する恐れがあるので、注意してください。　　
● 破裂したら ･･･
　　メーターボックス内の止水栓を閉めて、破裂した部分に布やテ－プを巻くなどの応急処置をしてく
　ださい。その後、４～７ページの事業者などに修理を依頼してください。

●問い合わせ先　水道管理課☎ 426-3675、水島☎ 446-1636・児島☎ 473-1225・玉島☎ 522-
8153（船穂 ･ 真備地区を含む）の各営業所

●問い合わせ先　本庁☎ 426-3661・水島☎ 446-1611・児島☎ 473-1125・玉島☎ 522-8123（船
穂 ･ 真備地区を含む）の各水道料金窓口

※長期間不在とする場合には、止水栓を閉めておいてください。


